
勤労者福祉共済掛金口座振替収納事務取扱要綱 

（平成３０年１月２５日経済労働局長決裁２９川経労第５６９号）

（目 的）

第１条 この要綱は、川崎市勤労者福祉共済掛金（以下「共済掛金」という。）を銀行等の預

金口座振替（以下「口座振替」という。）により納付する場合の事務手続きを定め、これに

より加入者の共済掛金納付の利便と、あわせて収納事務の効率化を図ることを目的とする。

（対象者）

第２条 対象者は、共済掛金の納付義務者とする。

 （対象掛金）

第３条 対象掛金は、共済掛金とする。

 （取扱金融機関）

第４条 取扱金融機関は、川崎市金銭会計規則（昭和３９年川崎市規則第３１号）に規定す

る指定金融機関並びに指定代理金融機関及び収納代理金融機関（以下「取扱金融機関」と

いう。）とする。ただし、本市の区域外に所在する店舗においてこの事務を取り扱う場合は、

神奈川県及び東京都の区域内に所在する店舗のみとする。

 （取りまとめ店）

第５条 取りまとめ店は、前条の事務を円滑に処理するため、川崎市金銭会計規則に規定す

る取りまとめ店とする。

 （指定預金口座）

第６条 指定預金口座は、普通預金及び当座預金のうち納付義務者の指定した一口座とする。

 （申込手続）

第７条 川崎市は、納付義務者から口座振替により共済掛金を納付したい旨の依頼を受けた

ときは、川崎市勤労者福祉共済掛金口座振替納付依頼書（第１号様式。以下「口座依頼書」

という。）及び川崎市勤労者福祉共済掛金口座振替納付届（第２号様式。以下「口座納付届」

という。）を提出させ、取りまとめ店を経由して、取扱金融機関に送付するものとする。

２ 前項による送付を受けた取扱金融機関は、口座納付届の所定欄に取扱金融機関の受付印

を押し、取りまとめ店を経由して、口座依頼書（申込者控）及び口座納付届を川崎市に送

付するものとする。

 （口座振替開始月及び振替日）

第８条 口座振替開始月及び振替日は、別表１のとおりとする。

 （納付書及び送付書等の交付）

第９条 川崎市は、取りまとめ店に収納済通知書（第３号様式。以下「納付書」という。）を

交付するものとする。交付方法については、別途「勤労者福祉共済掛金口座振替収納事務

取扱要領」において、定めるものとする。

２ 川崎市は、口座納付届及び会員登録情報に基づき、取扱金融機関ごとに川崎市勤労者福

祉共済掛金取扱店別口座振替明細書送付書（第４号様式。以下「送付書」という。）及び川崎

市勤労者福祉共済掛金取扱店別口座振替依頼明細書（第５号様式。以下「明細書」という。）



を作成し、振替日の５営業日前に、取りまとめ店に交付するものとする。ただし、伝送サー

ビスによる一括振替に対応している金融機関においては、川崎市は総合行政ネットワーク「Ｌ

ＧＷＡＮ」を使用し、口座振替依頼データを振替日の１０営業日前から５営業日前までにデ

ータ伝送中継機関に、データ伝送中継機関は振替日の４営業日前までに取扱金融機関に送信

するものとする。

 （振替納付手続）

第１０条 取扱金融機関は、振替日に納付義務者が指定した預金口座から、明細書（又は口

座振替依頼データ）に記載されている金額を振り替えて、川崎市に納付するものとする。

 （振替後の処理）

第１１条 取扱金融機関は、振替を終了した後、預金不足等の理由により振替不能となった

場合には、明細書の不能表示欄に別表２の振替不能区分を記載し、取りまとめ店に送付す

るものとする。

２ 取りまとめ店は、取扱金融機関から送付された明細書に基づき、口座振替結果データを

記載した送付書を作成し、明細書及び納付書（収納済合計額記入）とともに川崎市に送付

するものとする。ただし、伝送サービスに対応した金融機関においては、送付書及び明細

書に替えて、別表２の振替結果コードを記録した口座振替結果データ及び納付書（収納済

合計額記入）を送付するものとする。

（口座振替領収のお知らせの送付）

第１２条 川崎市は、前条第２項による共済掛金の振替納付結果に基づいて、領収書に替え

て川崎市勤労者福祉共済掛金口座振替領収のお知らせ（第６号様式）を作成し、原則とし

て１年分（１月から１２月分）を翌年の２月末日までに事業主あてに送付するものとする。

（口座振替の変更手続）

第１３条 川崎市は、納付義務者から口座振替による納付を変更したい旨の依頼をうけたと

きは、新たに口座依頼書・口座納付届を提出させ、取りまとめ店を経由して、取扱金融機

関に送付するものとする。

２ 前項による送付を受けた取扱金融機関は、口座依頼書（申込者控）・口座納付届の所定欄

に取扱金融機関の受付印を押し、取りまとめ店を経由して、川崎市に送付するものとする。  

 （手数料）

第１４条 口座振替収納の取扱手数料は、次により川崎市において負担するものとする。

なお、取扱手数料の算定は明細書（又は伝送データ）の振替依頼件数とする。

振替月 請求日 支払日

４月～９月 １０月１５日まで １０月末日

１０月～３月 ４月１５日まで ４月末日



附 則

この要綱は、昭和５３年４月１日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成８年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年１月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

別表１

口座依頼書・口座納付届の

送 付 期 間
月分 振 替 日

口座依頼書・口座納付届の

送 付 期 間
月分 振 替 日

４月１日～４月２１日 ４ ４月３０日 １０月１日～１０月２１日 １０ １０月３１日

５月１日～５月２１日 ５ ５月３１日 １１月１日～１１月２１日 １１ １１月３０日

６月１日～６月２１日 ６ ６月３０日 １２月１日～１２月２１日 １２ １月４日

７月１日～７月２１日 ７ ７月３１日 １月１日～１月２１日 １ １月３１日

８月１日～８月２１日 ８ ８月３１日 ２月１日～２月２１日 ２
２月２８日

または２９日

９月１日～９月２１日 ９ ９月３０日 ３月１日～３月２１日 ３ ３月３１日

ただし、振替日が休業日にあたる場合には、翌営業日を振替日とする。

別表２

振替結果コード 理由

０ 振替済

１ 資金不足

２ 取引なし

３ 預金者の都合による振替停止

４ 預金口座解約による振替停止

８ 委託者の都合による振替停止

９ その他



第１号様式

川崎市勤労者福祉共済掛金口座振替納付依頼書

第２号様式

川崎市勤労者福祉共済掛金口座振替納付届



第３号様式

収納済通知書（３枚複写）



第４号様式

第５号様式



第６号様式

支払方法

人 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人 円

領　収　年　月　日

川崎市勤労者福祉共済掛金領収のお知らせ

加入者番号

発行日 　　　　年　　月　　日

金融機関コード 取　扱　金　融　機　関　名

事　業　所　住　所　　　・　　　事　業　所　名

取扱店コード 取　扱　店　名

収　納　済　金　額対　　　象　　　月 会員数

川崎市勤労者福祉共済
〒２１０－０００７
川崎市川崎区駅前本町11-2川崎フロンティアビル6階
川崎市経済労働局労働雇用部
電話 ０４４-２００－２２７５
ＦＡＸ ０４４-２００－３９１３

○このお知らせは、大切に保管してください。

○共済掛金は、税法上損金（法人税法第２２条第３項）又は、必要経費（所得税法第３７条第１項）
として処理することができます。


